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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する一対の２辺と、他の対向する２辺のうち１辺とが第１～第３封止部により閉止
され、残りの１辺が開口した袋体内に包装対象物を収納した状態で、前記第３封止部と略
直交する第４封止部を設けることで前記開口を封止して形成される四面立体形状の包装体
において、
　対向する一対の２辺に設けられる前記第１および第２封止部は、熱シール線やミシン線
等でなされる包装体の引き裂き用開封ガイドであり、かつ、前記袋体の両端縁に直線状に
形成される開封容易なものであり、
　前記包装体を前記第４封止部と交差する前記第１および第２封止部に沿って人為的に引
き裂いて開封することを可能にしたものである包装体。
【請求項２】
　前記請求項１記載の包装体において、前記第４封止部の外側に幅広の帯を設け、第１お
よび第２封止部に沿って人為的に引き裂いて開封したときに皿形の形状を保持するように
機能させたものである包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装体に関し、特に、簡単に開封することができる包装体に関するものであ
る。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、多くの商品は四角形状の袋に包装されており、袋の一辺を開封することに、そ
の内容物を取り出すことができる。開封された袋は、依然として四角形状をしており、内
容物が消尽されるまでは、包装材としての機能を果たしている。他方、一辺の方向がその
対辺の方向と直交する四面体状の包装材は、いわゆるテトラ状包装材として（商品名：テ
トラパック）として知られている。
【０００３】
　包装材としては多くの特許出願がある。例えば、特許文献１には、開封用のミシン目に
上方に突出する迂回部を設けて、開封後に迂回部を左右に開くことで、開口が容易にでき
る食品用包装袋が記載されている。また、特許文献２には、包装袋体の本体と蓋との間に
粘着材を介在させて、開封を容易にする構造が記載されている。
【０００４】
　一方、開封を容易にするものとしては、例えば、特許文献３には、定幅裂取り性の背張
り部を設けた管状包装材が記載され、特許文献４には、引き裂き性のフィルムを異なるフ
イルムで、挟んで積層した、引き裂き性に優れた包装材が記載されている。しかしながら
、これらの包装材には、以下に説明する技術的な課題があった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１３８８９９号公報
【特許文献２】特開２０００－２６４３４８号公報
【特許文献３】特開２０００－１５３８７１号公報
【特許文献４】特開９－３０５５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　すなわち、上述した従来知られている包装材は、開封を容易にするために、ミシン目に
特別な形状を付加したり、包装袋体の本体と蓋との間に粘着材を介在させる、定幅裂取り
性の背張り部を設ける、引き裂き性のフィルムを異なるフイルムで、挟んで積層する、と
いった特別の構成ないしは構造によりこれを確保していた。しかし、このような手段では
、構成や構造が複雑になり、コストや手間がかかるという問題があった。
【０００７】
　本発明は前記課題に着目してなされたもので、第１の目的とするところは、包装対象物
を収納する一端が開口した袋体を作製する際に必要となる封止部を引き裂き用の開封ガイ
ドとして使用することにより、特別な手段を講じることなく開封を容易にし、開封したと
きにそのまま食器として使用できる包装体を提供することにある。
又、第２の目的とするところは、これに加えて幅広の帯を設け、包装体を開封したときに
形成される皿形の形状を確実に保持させるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記第１の目的は、対向する一対の２辺と、他の対向する２辺のうち１辺とが第１～第
３封止部により閉止され、残りの１辺が開口した袋体内に包装対象物を収納した状態で、
前記第３封止部と略直交する第４封止部を設けることで前記開口を封止して形成される四
面立体形状の包装体において、対向する一対の２辺に設けられる前記第１および第２封止
部は、熱シール線やミシン線等でなされる包装体の引き裂き用開封ガイドであり、かつ、
前記袋体の両端縁に直線状に形成される開封容易なものであり、前記包装体を前記第４封
止部と交差する前記第１および第２封止部に沿って人為的に引き裂いて開封することを可
能にした構成とすることによって達成される。
　又、第２の目的は、前記第４封止部に幅広の帯を設け、第１および第２封止部に沿って
人為的に引き裂いて開封したときに、両端が内側に倒れ込むことを防止して、皿形の形状
を確実に保持するように機能させるように構成することによって達成される。
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【０００９】
　前記のように構成した本発明の構成によれば、包装対象物を収納する一端が開口した袋
体を作製する際に必要となる封止部を、引き裂き用の開封ガイドとして使用することによ
り、特別な手段を講じることなく開封が容易となり、開封したときにそのまま食器として
使用することができる包装体を提供することができる。
又、幅広の帯を第４封止部の外側に設けたので、第４封止部の中間点あるいは中間点付近
から包装体を開封したときに、その両端が内側に倒れ込むのが防止され、皿形の形状を確
実に保持することができる効果がある。
【００１０】
　前記第１および第２封止部は、熱シール線から構成することができる。
　前記包装体は、前記第４封止部を共通底辺とする第一，第ニ三角形と、前記第３封止部
を共通底辺とする第三，第四三角形とを有し、周方向に隣接する前記各三角形の斜辺同士
が連結された四面立方体形状に形成され、前記第一，第二三角形の垂線上に前記第１，第
２封止部を位置させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の包装体よれば、１辺が開口した袋体を形成する際に、対向する２辺に設けられ
た第１封止部及び第２封止部が、包装体の引き裂き用開封ガイドとなるので、特別な手段
を講じることなく、包装体の開封を容易にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に本発明を実施形態に基づいて説明する。しかし、これらに限定されるものではな
い。図１は、四角形状の袋体１を示している。辺ＡＢが開口し、他の辺は封止されている
。通常は、Ａ－Ｂの開口部から内容物を投入し、その後Ａ－Ｂをシール封止して包装体と
する。これに対して本発明は、Ａ－Ｂをそのまま封止するのではなく、角ＡとＢとを合わ
せて、辺Ａ－Ｂの方向と辺Ｃ－Ｄの方向が略直交するように接合し、この状態で封止する
。これはいわゆるテトラ状の包装材として広く知られており、商品名としてテトラパック
などがある。辺Ａ－Ｃは第１封止部２であり、辺Ｂ－Ｄは第２封止部３であり、これらの
封止部２，３は、折れ線、熱シール線、ミシン線などから形成されている。辺Ｃ－Ｄは第
３封止部４であり、辺Ｃ－Ｄに略直交した角度で封止する部分が後述する第４封止部５に
なる。本発明を四角形状の包装袋を中心に説明するが、袋の形状は四角形に限ることはな
く、台形でもよい。
【００１３】
　図１において、辺Ａ－Ｃ、辺Ｂ－Ｄはそれぞれ、折れ線、熱シール線、ミシン線などか
らなる第１封止部、第２封止部２，３である。角Ａ、Ｂが上辺の両端隅部となる。また、
第１封止部２と第２封止部３のシール線は、後述するように開封ガイドになる。角Ａ、Ｂ
を合わせて接合、封止した部分に切り欠き部、ミシン線、孔などの開口容易部を設け、更
に、角Ｃ，Ｄ周辺に熱融着、補強材などによる補強部を設けてもよい。
【００１４】
　図２に示したように、辺Ａ－Ｂの方向と辺Ｃ－Ｄの方向が略直交するように、角Ａと角
Ｂとを合わせて接合し開口部を封止する。この封止部は、第４封止部５となる。辺Ａ－Ｂ
の方向と辺Ｃ－Ｄの方向が略直交するように、角ＡとＢとを合わせて封止した状態では、
辺Ａ－Ｂの中心点であるＨ、Ｈ’（対面側）が角となり、元の角Ａと元の角Ｂ（対面側）
とが辺Ｈ－Ｈ’の中心点となる。この辺Ｈ－Ｈ’から下方の角Ｄに向かって帯１３を設け
、帯１３の下部である辺Ｇ－Ｇ’をシール封止することもできる。
【００１５】
　図２において、Ｊは帯１３の下部の中間点であり、Ｊ’は対面側の帯１３の下部の中間
点である。その結果、辺Ａ－Ｂは辺Ｃ－Ｄに対して略直交する状態になり、四面体状の包
装体となる。即ち、第４封止部５である辺Ｇ－Ｇ’を共通底辺とする一対の第一の三角形
（ＧＧ’Ｃ）及び第二の三角形（ＧＧ’Ｄ）を形成するとともに、第３封止部４である辺
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Ｃ－Ｄを共通底辺とする一対の第三の三角形（ＣＤＧ）及び第四の三角形（ＣＤＧ’）を
形成するとともに、周方向に隣接する各三角形斜辺同士が連結された四面体状の包装体と
なる。四面体状の包装体６の斜視図を図３に示した。
【００１６】
　図２（ａ）は、もとのＡＢＤＣの面側から見た図であり、図２（ｂ）は、もとのＡＢＣ
Ｄの面から９０度回転したところから見た図である。包装体６は四面体構造をなしている
ので、外圧に対して抵抗力があり、袋体１を形成する材料として透明なものを使用すれば
、内容物をよく見ることができる。袋体１の材料としては、樹脂フィルムや樹脂シートを
使用することができる。樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフ
ィン類、ポリエステル、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニー
ル、ポリ塩化ビニリデン、エチレンとビニールアルコールの共重合体（商品名エバール他
）等を使用することができる。また、必要に応じて２重、３重のラミネートとすることも
できる。更に、紫外線の透過率を小さくするため、紫外線吸収剤を添加した樹脂を使用す
ることができる。
【００１７】
　図３に示した四面体形状の包装体６では、袋体１を形成するために施した第１および第
２封止部２，３は、第４封止部５を共通底辺ＧＧ’とする一対の第一の三角形（ＧＧ’Ｃ
）及び第二の三角形（ＧＧ’Ｄ）の概略垂線上に位置することになる。この第１および第
２封止部２，３は、包装体６の開封ガイドとなる。この開封ガイドに沿って開封し（引き
裂い）てゆくと、図４に示したような舟形形状のものになる。舟形形状に展延されたもの
は、底の長さが２ｈで、高さ（深さ）が舟首、舟尾ではｔとなり、舟形の中央では舟形の
広がりの程度により深さはｔよりも小さい舟形形状（皿形状）のものとなる。尚、ｈは図
１に示したように包装袋の長さから帯１３の巾ｄを引いたもの、ｄは帯１３の巾、ｔは包
装袋ＡＢＤＣの巾の二分の一の大きさである。帯１３の部分は、舟形の耳部となり舟形の
形状保持に寄与するとともに、容器を把持するのに便利なものとなっている。ここに生じ
た舟形形状は、内容物をそのまま舟形の中に保持し、一種の容器としての機能を有してい
る。この舟形は一種の食器、例えば、皿としての機能を有する。
【００１８】
　舟形において、もとの袋ＡＢＤＣＤの角Ｃ、Ｄは舟形の上部中央に位置するようになる
。この部分は、そのままだと舟形の形状が不安定になる要因になるので、Ｃ、Ｄ周辺の部
分には予め補強をしておくのが好ましい。即ち、図２（ａ）に符号１１、１２で示した補
強部を設ける。本実施例の場合には、角Ｃ、Ｄ周辺に三角形状の補強部１１，１２を設け
ている。この補強部１１，１３は、ほぼ三角形の全面を融着してもよいし、図示したよう
に、三角形の斜辺部１６、１７のみを融着してもよい。また、補強部１１、１２に、シー
トやフィルムの補強材を貼付することもできる。本実施例の場合、包装対象物は、特に限
定されない。
また、図１において、包装袋の中心線Ｋ－Ｇ又はＫ－Ｈ及びＫ－Ｇ’又はＫ－Ｈ’に折れ
線，シール線，ミシン線などを形成し，これを開封ガイドとすることもできる。包装袋の
中心線Ｋ－Ｇ及びＫ－Ｇ’を開封ガイドとする場合は、第三封止部４である辺Ｃ－Ｄを共
通底辺とする一対の第三の三角形ＣＧＤ及び第四の三角形ＣＧＤにおいて、第三の三角形
ＣＧＤ上に垂線ＫＧを設け、同時に第四の三角形ＣＧ’Ｄ上に垂線ＫＧ’を設け、これら
垂線上にリードラインを設ける。これらリードラインＫＧ及びＫＧ’は、開封ガイドとな
る。開封ガイドは、折れ線，シール線，ミシン線などからなる。Ｋが開封口となり、Ｋか
ら開封ガイドに沿って包装体を開封していくと、同様に舟形形状に展延することもできる
。
【００１９】
さて、以上のように構成した包装体６では、１辺が開口した袋体１を形成する際に、４辺
の対向する２辺に第１封止部及び第２封止部２，３を形成するが、この封止部２，３は、
第４封止部５を形成して四面体状に形成すると、二つの第一，第二三角形（ＧＧ’Ｃ），
（ＧＧ’Ｄ）の垂線上に位置することになり、その結果、これらの第１封止部及び第２封
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、袋体１を形成する際に必要となる第１および第２封止部２，３を利用することにより、
特別な手段を講じることなく、包装体６の開封が容易に行えることになる。なお、図５は
、本発明の実施形態を示す説明図であり、同図に示した実施形態では、開封ガイドとなる
第１および第２封止部２，３の延長線上にＶ字形の切り込み１４を設けている。この切り
込み１４は、第４封止部４の外側に設けられた帯１３に配置されている。

【産業上の利用可能性】
【００２０】
　本発明の包装体は、袋体を形成する際に必要となる封止部を利用することにより、特別
な手段を講じることなく、包装体の開封が容易に行えることになり、手間やコストの低減
化が図れ、包装体としての価値を一段と高め、産業界で広く使用されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の包装体に用いる袋体の一例を示す図である。
【図２】本発明の包装体の異なる２方向の側面図である。
【図３】本発明の包装体の斜視図である。
【図４】本発明の包装体を開封した状態の説明図である。
【図５】本発明の実施形態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２２】
　　１　　　　　袋体
　　２　　　　　第１封止部
　　３　　　　　第２封止部
　　４　　　　　第３封止部
　　５　　　　　第４封止部
　　６　　　　　包装体
　　１１、１２　　　　　　補強部
　　１３　　　　　　　　　帯
　　１４　　　　　　　　　切り込み
　　１６、１７　　　　　　斜面
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